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令和８年度 
固定資産税（償却資産）申告の手引き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜問い合わせ先・郵送提出先＞ 

南島原市役所市民生活部 税務課資産税班     ℡：0957-73-6642 FAX:0957-82-3086 
〒859-2211 長崎県南島原市西有家町里坊 96番地 2  Mail：shisanzei@city.minamishimabara.lg.jp 

固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産 
（事業用資産）についても課税の対象となります。 

償却資産を所有されている方は、毎年賦課期日
（１月１日）現在所有している償却資産の状況に
ついて、申告していただくことになります（地方
税法第 383 条）。 
 

申告期限は 

令和８年２月２日(月) 

です 

も く じ 

１．償却資産とは 

（１）償却資産とは・・・・・・・・・・・・P２ 

（２）償却資産の種類・・・・・・・・・・・P２ 

（３）申告の対象とならない資産・・・・・・P３ 

（４）建物附属設備の償却資産と家屋の区分・P４ 

２．償却資産の申告について 

（１）申告していただく方・・・・・・・・・P５ 

（２）申告の対象となる資産・・・・・・・・P５ 

（３）国税との主な違い・・・・・・・・・・P７ 

（４）償却資産申告書・明細書 記載例・・・P８ 

（５）償却資産のＱ＆Ａ・・・・・・・・・・P10 

３．税額等について 

（１）評価額の算出方法・・・・・・・・・・P12 

（２）中古資産の耐用年数・・・・・・・・・P13 

（３）税額の算出方法・・・・・・・・・・・P13 

（４）免税点・・・・・・・・・・・・・・・P13 

（５）納期・・・・・・・・・・・・・・・・P13 

４．非課税及び課税標準額の特例等 

（１）非課税となる資産・・・・・・・・・・P14 

（２）課税標準の特例が適用される資産・・・P14 

５．資産の不申告等について 

（１）不申告・虚偽の申告等があった場合・・P15 

（２）償却資産の調査について・・・・・・・P15 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（１）償却資産とは 
 固定資産の課税客体には、土地、家屋、及び償却資産がありますが、償却資産とは、土地及び
家屋以外の事業の用に供することができる資産（鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却
資産を除く。）で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計
算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他の政
令で定める資産以外のもの（これに類する資産で法人税又は所得税を課されない方が所有されて
いるものも含みます。）を言います。たとえば、会社や個人で事業を行っている人が事業のために
用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。また、自動車税の課税客体
である普通自動車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車は除きます。 
 
（２）償却資産の種類 

種    類 具 体 例   （主なものを例示） 

構築物 

構築物 

橋、岸壁、軌道、貯水池、ダム、庭園、煙突、構内舗装、門・
塀・緑化施設等の外構工事、ビニールハウス、看板（広告塔等）、
ゴルフ練習場設備等 

建物附属設備 
電気設備（照明器具）、給排水・衛生・ガス設備、冷暖房設備、
ボイラー、消火・災害報知設備、内装・内部造作等 

機械及び装置 

加工・製造・製麺機械、農業用機械、冷凍・冷蔵用設備、工作・
木工機械、印刷設備、建設工業機械、運搬設備、ホテル･旅館用
設備、クリーニング設備、給水タンク、太陽光発電設備等 

１．償却資産とは 

南島原市ホームページから、申告書・種類別明細書をダウンロードできます。 

南島原市ホームページ https://www.city.minamishimabara.lg.jp/ 

申告書の提出は、便利な電子申告をご利用ください！ 

インターネットを利用して、ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルシステム）により、申告データを送信し

ていただく方法があります。送信された申告データは、ポータルセンタを通じて南島原市に配

信されます。 

※初めて電子申告をされる場合は、諸手続（法務省等で発行する電子証明書の取得、ｅＬＴＡＸ

ホームページからの利用届出、地方公共団体の審査等）が必要です。 

 

ｅＬＴＡＸ地方税ポータルシステム  https://www.eltax.lta.go.jp/ 

eLTAX ヘルプデスク：TEL0570-081459 

［9:00～17:00 受付（土・日・祝日・年末年始除く）］ 
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船舶 漁船、油そう船、木船、モーターボート、貸ボート、遊漁船等 

航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 

車両及び運搬具 

運搬具、大型特殊自動車（フォークリフト、レッカー車、タン
ク車、トラック、ミキサー等で分類番号が「０、００～０９及
び０００～０９９」、「９、９０～９９、９００～９９９」の車
両）等＊【注：自動車税、軽自動車税の対象のものは対象外】 

工具器具及び備品 

パソコン、ルームエアコン、陳列ケース、看板（ネオンサイン
等）、金型、医療機器、理容及び美容機器、レジスター、自動販
売機、事務機器、測定工具、検査機器、応接セット等 

＊大型特殊自動車について 
（例）             分類番号 

 
 
 
 
【注：次の要件を１つでも満たす場合は、大型特殊自動車となります。】→償却資産の申告が必要 
（小型特殊自動車は軽自動車税の課税対象です。） 
 ①農耕作業用自動車・・・最高速度 35 ㎞/ｈ以上のもの 

 ②農耕作業用自動車以外のもの 

ア 最高速度 15 ㎞/ｈを超えるもの 

イ 自動車の長さが 4.7 メートルを超えるもの 

ウ 自動車の幅が 1.7 メートルを超えるもの 

エ 自動車の高さが 2.8 メートルを超えるもの 

 
（３）申告の対象とならない資産 

ア 無形固定資産（鉱業権、漁業権、特許権、営業権、実用新案権、ソフトウエア等） 

イ 車両及び運搬具のうち、自動車税の課税対象となる自動車並びに軽自動車税の課税対象と

なる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車（実際に自動車税等が

課されているか、公道を走るか否かは問わず、申告の対象となりません） 

（例）小型特殊自動車：フォークリフト、ショベルローダー、ターレット式自動車、トラクター、

コンバイン、乗用田植え機、乗用スピードスプレヤー 

ウ 馬、牛、果樹その他の生物（ただし、観賞用、興行用の生物は申告の対象です。） 

エ 使用可能期間（耐用年数）１年未満の資産 

オ 取得価額が 10 万円未満の資産で法人税などの規定により一時に損金算入されたもの 

カ 取得価額が２０万円未満の資産で法人税などの規定により３年以内に一括して均等償却す

るもの 

キ 土地、建物＊（家屋として課税されるもの） 

＊ただし、テナント等で内装、造作などについては、償却資産の対象になります。 
 

長崎  00 

あ １２－３４ 
長崎  99 

あ ５６－７８ 
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（４）建物附属設備の償却資産と家屋の区分 
 この表は通常設備について、一般的に区分したものです。特定の生産又は業務用の設備等につ
いては、取り扱いが異なる場合があります。 

設備の区分 償却資産とするもの 家屋に含めるもの 

建築工事 内装・造作 賃借人等が施工したもの（「家
屋に含めるもの」に記載され
た設備等も含む。） 

所有者が施工したもの 

電気設備 受・変電設備 変圧器並びに附属する配管及
び配線一式、工業用変送電設
備 

 

予備電源設備 発電設備、蓄電池設備  

中央監視設備 監視制御盤、センサー、配管、
配線 

 

動力配線設備 特定の生産又は業務用設備 左記以外の設備 

電灯設備 屋外照明設備、ネオンサイン、
スポットライト 

屋内照明設備 

電力引込設備 引込工事  
電話設備 電話機、交換機、電源装置 配管、配線、ボックス類 
インターホン設備  設備一式 
放送設備 マイクロホン、アンプ、スピー

カー、出力制御盤 
配管、配線類 

ITV 設備 受像機、監視カメラ 配管、配線類 
盗難非常通報 
装置 

 設備一式 

共同聴視設備  設備一式 
ナースコール設備  設備一式 

給排水 
衛生 
設備 

ガス設備 
 

屋外設備、引込工事、特定の生
産又は業務用設備 

左記以外の設備 

水源 井戸、屋外設備  
給水設備 屋外設備、引込工事、ばっき装

置、ろ過装置 
左記以外の設備 

排水設備 屋外設備、引込工事 左記以外の設備 
衛生器具設備 事業用流し類 大小便器、洗面器、浴槽など 
局所給湯設備 瞬間湯沸器、貯湯式給湯器、ボ

イラー、貯湯槽 
配管、ユニットバス等用給湯
器 

中央給湯設備 ソーラー式集熱器 左記以外の設備 
空調設備 
 

冷暖房設備 ルームエアコン、特定の生産
又は業務用設備 

左記以外の設備（ビルトイン
エアコンなどは家屋で評価） 
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設備の区分 償却資産とするもの 家屋に含めるもの 

空調設備 換気設備 特定の生産又は業務用設備 左記以外の設備 
防災設備 火災報知設備  設備一式 

避雷設備  設備一式 
消火設備 消火器、避難器具、ガスボン

ベ、屋外消火栓設備 
左記以外の設備 

その他の
設備 

運搬設備 特定の生産又は業務用設備 左記以外の設備 

厨房設備 調理機器、食器洗浄器、製氷
機、冷凍冷蔵庫等 

左記以外の設備 

洗濯機設備 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレ
ス機、事業用給排水管等 

左記以外の設備 

医療用機器設備 医療用ガス設備、吸引設備、滅
菌水製造設備、ボンベ、真空ポ
ンプ、消毒設備、手術設備、X
線設備等 

 

その他 広告塔、看板、簡易仕切、陳列
棚、機械式駐車設備、カーテ
ン、ブラインド、LAN 設備等 

 

外構工事 舗装路面、門、塀、緑化設備等
の土木工事又は工作物 

 

 
 
 
（１）申告していただく方 

令和８年１月１日現在、南島原市内に償却資産を所有している法人や個人の方で、次に掲げる
方を含みます。 

ア 償却資産を他に賃貸している方 

イ 割賦販売の場合、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方 

ウ 償却資産の所有者がわからない場合は、使用している方 

エ 償却資産を共有で所有している方 

オ 「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に該当する資産を所有している方＊ 

＊原則としてリース会社 
※廃業、移転、合併等ですべての資産が減少した方も、減少の申告が必要です。 

 
（２）申告の対象となる資産 
 令和７年１月１日現在において、事業の用に供することができる資産です。 
 なお、次に掲げる資産も申告が必要になりますので、ご注意ください。 

ア 償却済資産（耐用年数が経過し備忘価額となっている資産） 

２．償却資産の申告について 
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イ 建設仮勘定で経理されている資産（完成して事業の用に供している部分）及び簿外資産＊ 

  ＊帳簿には記載されていないが、事業の用に供しえるもの 

ウ 遊休又は未稼働の資産 

エ 改良費（資本的支出：新たな資産の取得とみなし、本体とは区別して取り扱います。） 

オ 福利厚生の用に供するもの 

カ 使用可能な期間が１年未満又は取得価額が 1０万円未満の償却資産であっても個別に

減価償却しているもの 

キ 租税特別措置法の規定を適用し、損金算入又は即時償却等＊をしているもの 

＊少額減価償却資産も申告の対象です。 

・中小企業者等の少額資産（３０万円未満）の損金算入の特例適用資産 

・特定経営力向上設備等に係る特別償却適用資産 

・特定生産性向上設備に係る特別償却適用資産  等 

ク 賃借人等（テナント）が施工した内装、造作、建築設備等の資産＊ 

＊賃借人等（テナント）が償却資産として申告することになります。（地方税法第 343 条第 9 項） 

ケ 税務会計上、減価償却の対象となる有形固定資産（家屋で評価する資産を除きます。） 

 
【参考：申告の対象となる主な償却資産（業種別）の例示】 

共通 駐車場設備、受変電設備、舗装路面、融雪設備、井戸、庭園、
門、塀、外構、屋外照明、ネオンサイン、広告塔、中央監視制
御装置、看板、簡易間仕切、応接セット、ロッカー、キャビネ
ット、エアコン、パソコン、コピー機、金庫等 

小売店・飲食店 接客用家具・備品、厨房設備、カラオケセット、テレビ、放送
設備、商品陳列ケース、陳列棚、自販機、冷蔵（冷凍）庫、レ
ジスター等 

理容業、美容業 理容・美容椅子、洗面設備、タオル蒸器、テレビ、サインポー
ル、消毒殺菌機等 

クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備等 
食品製造・加工業 業務用冷蔵庫、切断機、パン焼窯、プレス機、圧縮機等 
病院、医院、歯科医院 各種医療機器、診察台、調剤機器、消毒殺菌用機器等 
工場 機械のための動力配線、機械装置、看板、金型、業務用給排水

設備、公害防止設備、福利厚生設備等 
旅館、ホテル、バー 客室設備（ベット、家具、テレビ等）、放送設備、厨房設備、

洗濯設備、娯楽用設備等 
パチンコ店、ゲームセンター パチンコ・パチスロ台、ゲーム台、両替機、玉貸機、島工事等 
印刷業 各種印刷機、活字版鋳造機、裁断機等 
農業 ビニールハウス、農機具＊等 

＊乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機などの農作業自動車
は、軽自動車税の対象となるので償却資産の対象外。ただし、農耕用作
業車で最高速度時速３５㎞以上のものは、償却資産の課税対象です。 
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建設業 ブルトーザー、パワーショベル、フォークリフト等の土木建
設車両＊、大型特殊自動車等 
＊軽自動車税の課税対象となるべきものを除きます。 

自動車整備業、 
ガソリンスタンド業 

プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイ
ルチェンジャー、充電器、洗車機、コンプレッサー、卓上ボー
ル盤、ジャッキ、溶接機、地下槽、ガソリン計量器、地下タン
ク、照明設備、自販機、独立キャノピー、舗装、防火壁等 

鉄工業 施盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス機、剪断
機、溶接機、グラインダー等 

不動産賃貸業（アパート、貸
しビル等）・駐車場 

フェンス、植栽、駐車場舗装、屋外照明等の電気設備、壁面サ
イン、駐車装置（機械設備、ターンテーブル）、他に上記のよ
うな業種別の設備で自らが設置して貸しているもの等 

 
（３）国税との主な違い 

項  目 
地方税の取扱い 

（固定資産税(償却資産)の評価額） 

国税の取扱い 

（法人税・所得税） 

償却資産の基準日 賦課期日（１月１日） 事業年度（決算期） 

減価償却の方法（注１） 固定資産税定率法 
一般の資産は定率法・定額法の
選択制度 

前年中の新規取得資産 半年償却（1/2） 月割償却 
圧縮記帳の制度（注２） 認められません 認められます 
特別償却、割増償却、 
即時償却 
（租税特別措置法） 

認められません 認められます 

増加償却（注３） 認められます 認められます 
中小企業者等の少額 
資産の損金算入の特例 
（租税特別措置法） 

金額にかかわらず、 
認められません 

認められます 

評価額の最低限度 取得価額の１００分の５ 備忘価額（１円） 

 
（注１）平成１９年度の法人税等における減価償却制度の抜本改定による新定率法（２５０％定

率法）及び残存価額と償却可能限度額の廃止（備忘価額１円）については、税の性格性か
ら固定資産税に対しては適用になりませんのでご注意ください。 
なお、固定資産税定率法とは、法人税等の「旧定率法」で使用する減価率と同様です。 

（注２）圧縮記帳の制度は認められていません。国庫補助金等で取得した資産で取得価額の圧縮
をしたものについては、圧縮前の取得価額を記入してください。 

（注３）法人税法施行令第６０条又は所得税法施行令第１３３条の規定による増加償却、法人税
法施行令第５７条第３項又は所得税法施行令第１３０条第３項に規定する陳腐化資産の
一時償却を行った資産については、償却資産の評価上控除額の加算を行うことができます。 
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（４）償却資産申告書・種類別明細書 記載例 
【償却資産申告書・記載例】 
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【種類別明細書・記載例】 
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（５）償却資産のＱ＆Ａ 
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（１）評価額の算出方法 

①資産を１件ずつ計算し、資産の評価額を算出します。 
②資産の取得時期、取得価額及び耐用年数から算出します。 

ア 前年中に取得のもの 
取得価額 × 前年中取得のものの減価残存率 ＝ 評価額 

イ 前年中に取得のもの 
前年度評価額 × 前年前取得のものの減価残存率 ＝ 評価額 

 
毎年この方法により計算し評価額が取得価格の５％になるまで償却します。 

評価額が取得価格の５％になる場合は５％でとどめます。 

 
【減価残存率表】 
『固定資産評価基準＊』別表第 15「耐用年数に応ずる減価率表」より作成 
   ＊『固定資産評価基準』とは、地方税法第 388 条に基づく総務大臣の告示です。 

耐

用

年

数 

減価残存率 耐 

用 

年 

数 

減価残存率 耐 

用 

年 

数 

減価残存率 

前年中 

取得のもの 

(1-ｒ/2) 

前年前 

取得のもの 

(1-ｒ) 

前年中 

取得のもの 

(1-ｒ/2) 

前年前 

取得のもの 

(1-ｒ) 

前年中 

取得のもの 

(1-ｒ/2) 

前年前 

取得のもの 

(1-ｒ) 

－   11 0.905 0.811 21 0.948 0.896 

２ 0.658 0.316 12 0.912 0.825 22 0.950 0.901 

３ 0.732 0.464 13 0.919 0.838 23 0.952 0.905 

４ 0.781 0.562 14 0.924 0.848 24 0.954 0.908 

５ 0.815 0.631 15 0.929 0.858 25 0.956 0.912 

６ 0.840 0.681 16 0.933 0.866 26 0.957 0.915 

７ 0.860 0.720 17 0.936 0.873 27 0.959 0.918 

８ 0.875 0.750 18 0.940 0.880 28 0.960 0.921 

９ 0.887 0.774 19 0.943 0.886 29 0.962 0.924 

10 0.897 0.794 20 0.945 0.891 30 0.963 0.926 
※表中の「ｒ」とは、当該償却資産の耐用年数に応ずる減価率です。 

 
〔例えば〕 

取得価額：250,000 円、取得時期：令和７年２月、耐用年数：４年 の場合 

（前年中取得のものの減価残存率・・・0.781） 
（前年前取得のものの減価残存率・・・0.562） 
令和 ８年・・・ 250,000 円×0.781＝195,250 円 
令和 ９年・・・ 195,250 円×0.562＝109,730 円 
令和 10 年・・・ 109,730 円×0.562＝ 61,668 円 

３．税額等について 
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令和 11 年・・・  61,668 円×0.562＝ 34,657 円 
令和 12 年・・・  34,657 円×0.562＝ 19,477 円 
令和 13 年・・・  19,477 円×0.562＝ 10,946 円 ＜ 12,500 円 

※令和 13 年度で算出額が取得価額の５％（12,500 円）より小さくなるので、令和 13 年度
以降は 12,500 円で評価されます。 

 
（２）中古資産の耐用年数 

①中古資産を取得した場合の申告 
中古資産を取得した場合も申告が必要です。耐用年数は見積もりによる耐用年数又は、次

の簡便法による耐用年数を用いることになります。 
ア 法定耐用年数の全部を経過した資産 

耐用年数 ＝ 法定耐用年数 × ２０％ 

（年） 

イ 耐用年数の一部を経過した資産 
耐用年数 ＝ 法定耐用年数 － 経過年数 ＋（経過年数 × ２０％） 

（年） 

※なお、これらの計算により算出した年数に１年未満の端数があるときは、その端数を切り
捨て、その年数が２年に満たない場合には２年とします。 

 
（３）税額の算出方法 

税  額  ＝     課税標準額＊     × 税率 

（100 円未満切捨） （1,000 円未満切捨） （1.4％） 
＊課税標準額とは、令和７年１月１日現在の償却資産の評価額の合計です。 

課税標準の特例（P14）の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれ
特例率を乗じて得た額を基に課税標準額を算出します。 

 
（４）免税点 

課税標準額が１５０万円未満の場合は、課税されません。 
 
（５）納期 

５月、７月、９月、１１月の４回で納めてください。 
ただし、過年度において申告すべきであった資産について、さかのぼって課税になった場

合の納期は１回になります。 
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（１）非課税となる資産 

地方税法第３４８条第２項、第４項、第５項、第６項、第７項、第８項及び同法附則第１４条
に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税になります。 

 
【非課税の対象となる償却資産の例】（一部抜粋） 
 適用する非課税規定に応じて事業主体、事業内容が限定されていますので、所有資産の全てが
非課税となるわけではありません。 

地方税法第 348 条 

（根拠規定） 

対 象 資 産 添付資料等 

第２項第９号 ・直接保育の又は教育の用に供する固定資産 

・図書館及び博物館第 2 条第 1 項に規定する博物館

において直接その用に供する固定資産 

定款、認可証の写

し等 

第２項第 10 号 保護施設の用に供する固定資産 定款、法人登記簿

謄本、認可証又は

指定書の写し等 

第２項第10号の2 小規模保育事業の用に供する固定資産 

第２項第10号の3 児童福祉施設の用に供する固定資産 

第２項第10号の4 認定こども園の用に供する固定資産 

第２項第10号の5 老人福祉施設の用に供する固定資産 

第２項第10号の6 障害者支援施設の用に供する固定資産 

第２項第10号の7 社会福祉事業の用に供する固定資産 

第２項第10号の8 更生保護事業の用に供する固定資産 

第２項第10号の9 包括的支援事業の委託を受けたものが当該事業の用

に供する固定資産 

 
（２）課税標準の特例が適用される資産 

地方税法第３４９条の３、同法附則第１５条、１５条の２、１５条の３、６４条に規定する一
定の要件が満たす償却資産については、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。
このような資産をお持ちの方は、申告書に特例資産に係る確認資料を添付して申告してください。
また、申告書については、「１１．課税標準の特例」欄の「有」に〇を付け、種類別明細書の「摘
要」欄に「特例」と朱書きし、適用条項を記入してください。 
 
〔例えば〕 

漁業・海運業者が所有する船舶（内航船舶、外航船舶） 
再生可能エネルギー発電設備 
先端設備等導入計画の認定後に導入計画に基づき取得した新規設備  など 

※課税標準の特例の詳細は、南島原市税務課資産税班にお問合せください。 
  

４．非課税及び課税標準額の特例等 



15 
 

 
 
（１）不申告・虚偽の申告等があった場合 
 償却資産については、土地や家屋のような登記制度がなく、課税客体等の把握のために、償却
資産の所有者に対しては申告義務が課せられています（地方税法第 383 条）。 
 正当な理由なく申告をされなかった場合には、地方税法第 386 条、南島原市税条例第 75 条の
規定により、過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第
385 条の規定により、懲役又は罰金を科されることがあります。 
 
（２）償却資産の調査について 
 申告書の内容が適正であることを確認するため、地方税法第 353 条及び第 408 条の規定により、
償却資産の実地調査を行うことがあります。調査のため、法人税や所得税の申告書類、決算書類
（減価償却資産明細書(固定資産台帳)、貸借対照表等）の開示又は写しの提出を求める場合があ
りますので、ご協力をよろしくお願いします。 

また、不申告の方には、地方税法第 354 条の 2 の規定により、所得税又は法人税に関する書類
について閲覧を行い償却資産の内容を把握させていただくことがあります。なお、申告依頼に応
じて頂けない場合には、把握させていただいた償却資産の内容を基に賦課決定することがありま
すので、あらかじめご了承ください。 

 
  

５．資産の不申告等について 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


